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課 題

公
営

住
宅

独
自

整
備

住
宅

公
営

住
宅

法

自
治

体
の

条
例

等

運
用

に
差

異

県
が
独

自
に
整

備
し
た
住

宅
の
「
公

営
住

宅
」
へ
の
転

用

埼
玉

県
平

成
2
9
年

7
月

1
4
日


自

治
体

が
独

自
に
整

備
し
た
住

宅
は
、
公

営
住

宅
法

に
基

づ
く
住

宅
で
は
な

い
こ
と
か
ら
、
公
営
住
宅
と
同
じ
運
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
公
営
住
宅
と
の

差
異
が
生
じ
て
い
る
。


現

行
法

で
は
公

的
賃

貸
住

宅
を
含

め
公

共
施

設
を
公
営
住
宅
に
用
途
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⇒
運

用
上

、
公

営
住

宅
と
同

一
の
取

扱
い
と

す
る
こ
と
は
不

可
。


具

体
的

に
は
以

下
の
点

に
つ
い
て
差

異
が
生

じ
て

い
る
。

（
１
）

自
ら
収

入
調

査
を
行

い
、
収

入
申

告
の
真

偽
を
確

認
す
る

権
限
の
適
用

（
２
）

高
額

所
得

者
へ
の
明

渡
請

求
の
適

用
建

替
え
に
よ
る
明

渡
し
請

求
（
住

宅
の
老

朽
化

に
よ
る
建

替
事

業
の
施

行
要

件
の
緩

和
の
適

用
等

）
（
３
）

認
知

症
患

者
等

に
係

る
職

権
に
よ
る
家

賃
決

定
（
４
）

公
営

住
宅

法
と
同

様
の
管

理
代

行
制

度
の
適

用
（
５
）

収
入

調
査

に
係

る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
活

用
の
適

用
（
６
）

家
賃

負
担

に
係

る
国

庫
補

助
の
適

用
（
交

付
税

措
置

）


現

行
法

で
は
公

的
賃

貸
住

宅
を
含

め
公

共
施

設
を
公
営
住
宅
に
用
途
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⇒
運

用
上

、
公

営
住

宅
と
同

一
の
取

扱
い
と

す
る
こ
と
は
不

可
。


具

体
的

に
は
以

下
の
点

に
つ
い
て
差

異
が
生

じ
て

い
る
。

（
１
）

自
ら
収

入
調

査
を
行

い
、
収

入
申

告
の
真

偽
を
確

認
す
る

権
限
の
適
用

（
２
）

高
額

所
得

者
へ
の
明

渡
請

求
の
適

用
建

替
え
に
よ
る
明

渡
し
請

求
（
住

宅
の
老

朽
化

に
よ
る
建

替
事

業
の
施

行
要

件
の
緩

和
の
適

用
等

）
（
３
）

認
知

症
患

者
等

に
係

る
職

権
に
よ
る
家

賃
決

定
（
４
）

公
営

住
宅

法
と
同

様
の
管

理
代

行
制

度
の
適

用
（
５
）

収
入

調
査

に
係

る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
活

用
の
適

用
（
６
）

家
賃

負
担

に
係

る
国

庫
補

助
の
適

用
（
交

付
税

措
置

）

1
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「収

入
調
査
」や

「管
理
代
行
制
度
の
活
用
」、

「マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
活
用
」な

ど
、
公
営
住
宅
法
を
直
接
の

根
拠

と
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
対
応
の
差
を
改
善
す
る
こ
と
で
入
居
者
管
理

の
業

務
改

善
が
可

能
と
な
る
。


「収

入
調
査
」や

「管
理
代
行
制
度
の
活
用
」、

「マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
活
用
」な

ど
、
公
営
住
宅
法
を
直
接
の

根
拠

と
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
対
応
の
差
を
改
善
す
る
こ
と
で
入
居
者
管
理

の
業

務
改

善
が
可

能
と
な
る
。

取
扱

い
の

具
体

的
な

差
異

提
案

の
方

向
性

県
が
独

自
に
整

備
し
た
住

宅
の
「
公

営
住

宅
」
へ
の
転

用

課
題

の
具

体
的

な
内

容

埼
玉

県
平

成
2
9
年

7
月

1
4
日

公
営

住
宅

法
の

公
営

住
宅

独
自

整
備

の
住

宅

収
入
調
査

入
居
者
等
に
対
し
収
入
状
況
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

収
入
状
況
の
報
告
を
求
め
る
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
、
入
居
者
お
よ
び

関
係
各
機
関
へ
の
収

入
状

況
の
報

告
の
請
求

権
限
が
な
い

明
渡
し
請
求

高
額
所
得
者
へ
の
明
渡
し
請
求
、
建
替
え
に
伴
う
明
渡
し
請

求
等

が
可

能
借
地
借
家
法
に
基
づ
く
一
般
的
な
賃
貸
契
約
上
の
追
い
出
し
以
外
の
明
渡

し
請
求
は
不
可
能

認
知
症
患
者
等
の
家
賃
決
定

収
入
調
査
に
よ
り
職
権
で
家
賃
決
定
が
で
き
る

収
入
調
査
が
で
き
な
い
た
め
、
職
権
で
家
賃
決
定
が
で
き
な
い

住
宅

の
管

理
方

法
管

理
代
行
制
度

指
定
管
理
制

度
【委

任
で
き
な
い
主
な
事
項
】

・
入

居
者

の
募

集
団

地
、
住

戸
の
選
定

・
入

居
者

の
承

認
・不

正
入
居
者
等
に
対
す
る
明
渡
し
請
求

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
の
活

用
収

入
の
調

査
お
よ
び
認

定
、
資

格
要

件
の
確

認
等
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
活

用
で
き
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
活

用
で
き
な
い

家
賃
負
担
に
係
る
国
庫
補
助

（
交

付
税

措
置

）
制
度
あ
り

制
度
な
し

2



県
が
独

自
に
整

備
し
た
住

宅
の
「
公

営
住

宅
」
へ
の
転

用

埼
玉

県
平

成
2
9
年

7
月

1
4
日

独
自

整
備

住
宅

の
概

要

規
模

3
４
棟

計
8
１
０
戸

所
在
地

埼
玉
県
上
尾
市

家
賃

3
3
,1
0
0
円

～
3
7
,2
0
0
円

（中
堅
所
得
者
層
向
け
住
宅
）

床
面

積
・
間

取
3
5
.9
㎡

～
4
8
.1
8
㎡

（
2
K
・
3
K
）

建
築

年
度

昭
和

4
2
年

度
～

昭
和

4
3
年

度

[名
称

]
特

別
県

営
上

尾
シ
ラ
コ
バ
ト
住

宅

上
尾

シ
ラ
コ
バ
ト
住

宅
外

観


昭

和
４
２
年

に
国

体
選

手
村

の
選

手
宿

舎
と
し
て
県

が
独

自
に
整

備
し
、
現

在
は
中

堅
所

得
者

向
け
住

宅
と
し
て
活

用
し
て
い
る
。


空

き
住

戸
を
目

的
外

使
用

し
以

下
の
事

業
を
展

開
し
て
い
る
。

（１
）近

隣
の
大
学
の
学
生
を
受
け
入
れ
る
ル
ー
ム
シ
ェ
ア
住
戸

１
０
戸

（２
）入

居
者
同
士
の
交
流
を
目
的
と
し
た
民
間
事
業
者
に
よ
る
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
事
業

１
戸

■
埼
玉
県
の
現
状
１

3



県
が
独

自
に
整

備
し
た
住

宅
の
「
公

営
住

宅
」
へ
の
転

用

埼
玉

県
平

成
2
9
年

7
月

1
4
日

直
近

５
年

間
の

利
用

率
推

移
直

近
５

年
間

の
空

き
住

戸
推

移

管
理

戸
数

シ
ラ
コ
バ
ト
住
宅

空
き
住
戸
数

入
居
率

平
成
２
４
年

2
2
9
戸

7
1
.7
%

平
成
２
５
年

2
2
9
戸

7
1
.7
%

平
成
２
６
年

2
5
0
戸

6
9
.1
%

平
成
２
７
年

2
3
4
戸

7
1
.1
%

平
成
２
８
年

2
5
3
戸

6
8
.7
%

8
1
0
戸

※
各
年
度
３
月
末
時
点


公
営
住
宅
（本

来
階
層

）の
数
は
こ
こ
５
年
現
状
維
持
で
あ
り
、
建

替
え
で
は
な
い
新
た
な
新
規
団
地

の
建

設
は
な
い
。
な
お
入

居
率

は
９
０
％

前
後

で
推

移
し
て
い
る
。


独

自
整

備
住

宅
（
シ
ラ
コ
バ
ト
住

宅
）
の
入

居
率

は
７
０
％

程
度

で
、
年

平
均

で
２
４
０
戸

の
空

き
住

戸
が
生

じ
て
お
り
活

用
さ
れ
て
い
な
い
。

■
埼
玉
県
の
現
状
２

4



提
案

内
容

公
営
住
宅
法
の
適
用
を
受
け
公

営
住

宅
へ


独

自
に
整

備
し
た
住

宅
に
公

営
住
宅
法
を
適
用
し
、
法
に

基
づ
く
公
営
住
宅
と
し
て

運
用
。


公

営
住

宅
と
の
差

異
の
な
い

制
度

運
営

を
可

能
に
す
る
。

効
果


「収

入
調
査
」、

「
明
渡
し
請
求
」、

「マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
」な

ど
、
公
営
住
宅
と

同
様

の
取

扱
い
を
行

う
こ
と
が
可

能
。


住
宅
の
管
理
に
あ
た
り
管
理
代
行
制
度
へ
の
一
本
化
に
よ
る
事
務
負
担
が
軽
減
。

県
が
独

自
に
整

備
し
た
住

宅
の
「
公

営
住

宅
」
へ
の
転

用

公
営

住
宅

独
自
整
備
住
宅

埼
玉

県
平

成
2
9
年

7
月

1
4
日

5



県
が
独

自
に
整

備
し
た
住

宅
の
「
公

営
住

宅
」
へ
の
転

用

埼
玉

県
平

成
2
9
年

7
月

1
4
日


効
果
的
な
公
有
財
産
の
活
用
を
推
進
す
る
た
め
、
空
き
住
戸
の
あ
る
独
自
整
備
住
宅
を
用
い
て
公

営
住
宅
に
転
用
す
る
こ
と
は
、
新
た
な
公
営
住
宅
の
整
備
を
抑
制
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

公
営

住
宅

化
さ
れ

る
こ
と
に
よ
る
付

随
効

果

公
営
住
宅
化

新
た
な
公

営
住

宅
建

設

転
用
に
よ
る

住
戸

確
保

公
営
住
宅
化


高
入
居
率
で
あ
る
県
営
住
宅
の
入
居
率
を
解
消
す
る
た
め
、
空
き
住
戸
の
ス
トッ

ク
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
住

民
に
対

し
よ
り
公

平
な
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
で
き
る
。

他
の
公

営
住

宅

高
倍

率
・
高

入
居

率
で
入

居
不

可
ス
ト
ッ
ク
活
用
で

入
居
可

6



平
成
29

年
７

月
18

日

管
理

代
行
制
度
の
適
用
範
囲
拡
充

に
関

す
る
地
方
分
権
提
案
資
料

静
岡
県
掛
川
市
・
袋
井
市

7

重点番号32：地方公共団体が独自に整備した住宅の公営住宅への転用を可能とする規制緩和（掛川市，袋井市）



単
独

整
備

し
た

住
宅

提
案

の
概

要

公
営

住
宅

改
良

住
宅

従
前

居
住

者
用

住
宅

管
理
代
行

制
度

指
定
管
理
者

制
度

公
営

住
宅

従
前

居
住

者
用

住
宅

改
良

住
宅

単
独

整
備

し
た

住
宅

管
理
代
行

制
度

指
定
管
理
者

制
度

公
営
住
宅
法
第
47

条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
管
理
代
行
制
度
」
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、

公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
改

良
住

宅
や

従
前

居
住

者
用

住
宅

、
単

独
住

宅
へ

も
適

用
さ

せ
ら

れ
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

こ
と

改
正

【
現
行
】

【
改
正
後
】

公
営
住
宅
法
第
47

条

地
方
自
治
法
第
24
4条

の
2

1

8



掛
川

市
・

袋
井

市
が

保
有

す
る

公
的

賃
貸

住
宅

の
管

理
状

況

事
業

主
体

住
宅
種
別

団
地
数

⼾
数

建
設

年
度

管
理
体
制

〜
平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

掛
川

市

公
営

住
宅

13
団

地
45

4⼾
S4

7〜

直
営

管
理

（
2.

5⼈
⼯

）

管
理

代
⾏

（
県

公
社

）

再
開

発
住

宅
1団

地
42

⼾
S5

5
指

定
管

理
（

県
公

社
）

住
環

境
整

備
モ

デ
ル

住
宅

1団
地

32
⼾

H1

袋
井

市

公
営

住
宅

7団
地

20
4⼾

S3
3〜

H1
1 

直
営

管
理

（
1.

5⼈
⼯

）

管
理

代
⾏

（
県

公
社

）

再
開

発
住

宅
2団

地
38

⼾
S5

5･
57

指
定

管
理

予
定

改
良

住
宅

3団
地

25
⼾

S4
8〜

S5
4

※
１

管
理

業
務

の
⼈

⼯
は

、
正

規
職

員
１

⼈
⼯

、
⾮

常
勤

職
員

０
．

５
⼈

⼯
で

算
出

※
２

県
公

社
＝

静
岡

県
住

宅
供

給
公

社
※

３
袋

井
市

の
再

開
発

住
宅

、
改

良
住

宅
は

Ｈ
29

.1
0.

1か
ら

指
定

管
理

開
始

予
定

平
成

29
年

６
⽉

１
⽇

現
在

2
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公
営

住
宅

以
外

の
住

宅
へ

管
理

代
行

制
度

が
適

用
で

き
な

い
こ

と
に

よ
る

問
題

点

１
委

託
可

能
な

業
務

が
管

理
代

行
と

比
較

し
て

制
限

さ
れ

る

管
理
代
行
者
と
指
定
管
理
者
に
よ
る
権
限
の
違
い

項
⽬

権
限
の
⾏
使

備
考

管
理

代
⾏

指
定

管
理

⼊
居

者
の

決
定

・
⼊

居
承

継
や

同
居

の
許

可
模

様
替

や
⽤

途
変

更
の

許
可

○
×

修
繕

対
応

・
共

⽤
設

備
の

点
検

苦
情

対
応

○
○

・
ど

ち
ら

も
条

例
改

正
は

必
要

で
あ

る
（

公
営

住
宅

法
第

48
条

、
地

⽅
⾃

治
法

第
24

4条
の

2第
3項

･第
4項

）

・
管

理
代

⾏
者

の
選

定
は

、
議

会
の

議
決

を
要

さ
な

い
が

、
指

定
管

理
者

の
指

定
は

、
議

会
の

議
決

事
項

（
地

⽅
⾃

治
法

第
24

4条
の

2第
3項

） 委
託

⼿
法

の
違

い
に

よ
り

何
が

起
こ

る
か

？

3
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そ
の

１
権

限
の

違
い

に
よ

る
も

の

・
○○

団
地
（
公
営
住
宅
）
の
入
居
相
談
は
県
公
社
、

□□
団
地
（
再
開
発
住
宅
）
の
入
居
相
談
は
民

間
業
者

・
○○

団
地
（
公
営
住
宅
）
の
異
動
届
提
出
先
は
県
公
社
、

□□
団
地
（
再
開
発
住
宅
）
の
異
動
届
提

出
先
は
民
間
業
者

入
居
者
が
わ
か
り
に
く
い
だ
け
で
な
く
、
事
業
主
体
側
が
誤
っ
た
相
談
先
を
伝
え
る
等
の
ヒ

ュ
ー

マ
ン

エ
ラ

ー
の

発
生

温
床

に
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

何
が

問
題
か
？

【
実

務
上

の
問

題
点

】

そ
の

２
委

託
手

法
の

差
異

に
よ

る
も

の

・
管
理
代
行
者
と
指
定
管
理
者
が
異
な
る
可
能
性

・
管
理
代
行
者
＝
指
定
管
理
者
だ
が
、
委
託
時
期
が
ず
れ
る
可
能
性

同
一
敷
地
に
公
営
住
宅
・
再
開
発
住
宅
等
が
あ
る
と
、
棟
ご
と
に
管
理
者
が
異
な
る
。

苦
情
等
の
問
合
せ
先
が
異
な
る
た
め
、
入

居
者

が
混

乱
し

、
苦

情
の

原
因

に
な

る
だ
け
で
な
く
、

団
地
内
の
管
理
範
囲
や
責
任
の
所
在
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、
有

事
の

際
に

対
応

の
支

障
に

な
る

恐

れ
が

あ
る

。

4
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(1
) 住

宅
管
理
業
務
の
外
部
委
託
に
、
作
成
が
必
要
な
書
類
は
？

(2
) 管

理
代
行
者
と
指
定
管
理
者
の
選
定
フ
ロ
ー

①
管

理
業

務
仕

様
書

②
支

払
計

画
書

③
個

人
情

報
取

扱
仕

様
書

④
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
仕

様
書

⑤
募

集
要

項
（

指
定

管
理

は
必

須
）

⑥
様

式
集

（
指

定
管

理
は

必
須

）

説
明
会
開
催
・
様
式
配
布

質
問
の
受
付

申
請
書
受
付

審
査
会
の
開
催
・
指
定
管
理
者
候
補
決
定

議
会
へ
議
案
上
程

議
案
議
決

質
問
の
受
付
・
協
議

各
種
書
類
作
成

管
理

代
行

者
指

定
管

理
者

各
種
書
類
作
成

協
定

書
締

結

書
類

を
管

理
代

行
分

・
指

定
管

理
分

の
２

種
類

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

指
定

管
理

者
指

定
は

管
理

代
行

に
比

べ
て

手
間

が
多

く
、

時
間

も
か

か
る

。

２
二

重
業

務
に

よ
る

事
務

量
の

増
加

5
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制
度

改
正

に
よ

る
効

果

１
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
サ

ー
ビ

ス
に

よ
る

入
居

者
等

の
利

便
性

向
上

と
委

託
費

の
削

減
効

果

①
入

居
者

の
募

集
～

資
格

審
査

・
入

居
者

決
定

②
退

去
手

続
・

立
会

検
査

③
共

同
施

設
等

の
保

守
・

維
持

管
理

④
各

種
修

繕
業

務
⑤

苦
情

対
応

・
現

地
調

査
⑥

車
庫

証
明

等
の

発
行

（
２

）
金

銭
を

除
く

全
て

の
サ

ー
ビ

ス
や

手
続

を
管

理
代

行
者

で
処

理
で

き
る

。

（
３

）
広

域
的

な
外

部
委

託
の

実
施

に
よ

り
委

託
費

用
が

減
と

な
る

こ
と

に
よ

り
行

政
側

の
財

政
面

で
今

後
有

利
に

な
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。

6
住

民
の

利
便

性
向

上
に

繋
が

る

（
１

）
入

居
者

の
特

異
性

に
対

応
し

た
多

様
な

サ
ー

ビ
ス

を
享

受
で

き
る

。
・
高
齢
者
見
守
り
サ
ー
ビ
ス

・
訪
問
者
の
緊
急
連
絡
先
の
設
置

・
２
４
時
間
緊
急
修
繕
対
応

・
交
通
安
全
、
防
犯
等
を
は
じ
め
と
す
る
カ
ル
チ
ャ
ー
講
習
会
の
開
催

・
生
鮮
食
品
等
の
移
動
販
売
業
者
と
の
業
務
提
携
に
よ
る
移
動
ス
ー
パ
ー
の
巡
回

（
４

）
入

居
希

望
者

が
必

要
と

し
て

い
る

住
宅

を
、

立
地

や
間

取
等

多
様

な
選

択
肢

か
ら

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

で
選

択
で

き
る

。
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２
公

営
住

宅
等

ス
ト

ッ
ク

の
充

実
と

広
域

的
な

住
宅

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

の
構

築

浮
い
た
人
工
で
実
施
し
て
い
る
業
務

全
国
的
な
課
題
で
あ
る

老
朽
化
し
た
公
営
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
更
新
・
再
編
・
統
廃
合
等
の
整

備
が
促
進
さ
れ
、
ス
ト

ッ
ク
の
充
実
が
期
待
さ
れ
る

（
公

共
施

設
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
と

も
リ

ン
ク

）

掛
川
市
：
公
営
住
宅
管
理
状
況
の
見
え
る
化
と
ス
ト
ッ
ク
再
編
計
画
の
取
組

を
、
住
生
活
基
本
計
画
策
定
に
反
映

袋
井
市
：
住
生
活
基
本
計
画
策
定
に
よ
る
市
内
全
域
の
住
宅
の
あ
り
方
検
討

例
：
老
朽
化
し
た
簡
二
（
2団

地
10
0戸

）
を
RC

造
（
1団

地
10
0戸

）
へ
非
現
地
建
替
、
既
存
団
地
は
用
途
廃
止

用
途

廃
止

非
現

地
建

替

7
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作
成
書
類
の
半
減

指
定
手
続
の
皆
減

３
自

治
体

・
管

理
代

行
者

双
方

の
事

務
量

の
大

幅
な

削
減

効
果

作
成
書
類
の
半
減

議
会
対
応
の
省
略

指
定
手
続
の
皆
減

管
理

代
行
制
度
へ
の
一
本
化
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
、
事
務
手
続
が
簡
素
化
さ
れ
事
務
処

理
コ

ス
ト
が
大
幅
に
削
減
で
き
る
と
と
も
に
、
管
理
業
務
に
追
わ
れ
て
い
る
自
治
体
が
業

務
を

外
部
委
託
す
る
動
き
の
大
き
な
支
援
に
な
る
。

自
治
体
側

代
行
者
側

外
部

委
託

に
よ

り
、

公
営

住
宅

施
策

の
新

た
な

事
業

展
開

が
促

進
さ

れ
る

8
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本
提

案
の

ま
と

め

公
営

住
宅

従
前

居
住

者
用

住
宅

改
良

住
宅

単
独

整
備

し
た

住
宅

管
理
代
行

制
度

指
定
管
理
者

制
度

9

提
案

の
実

現
に

よ
り

・
・

・

１
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
サ

ー
ビ

ス
に

よ
る

入
居

者
等

の
利

便
性

向
上

と
委

託
費

削
減

効
果

２
公

営
住

宅
等

ス
ト

ッ
ク

の
充

実
と

広
域

的
な

住
宅

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

の
構

築

３
自

治
体

・
管

理
代

行
者

双
方

の
事

務
量

の
大

幅
な

削
減

効
果

自
由
に

選
択
可
能

自
治

体
管

理
の

公
的

住
宅

住
宅

管
理

業
務

外
部

委
託

制
度
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（
参

考
）

①
公

営
住

宅
②

特
優

賃
③

Ｕ
Ｒ

賃
貸

④
借

上
民

間
賃

貸

管
理

代
行

者
が

管
理

す
る

住
宅

例
１
：
公
営
住
宅
入
居
世
帯
が
収
入
超
過
者
に
な
っ
た
と
き

・
・
・

①
か

ら
③

へ
異
動

例
２
：
借
上
民
間
賃
貸
入
居
世
帯
が
高
齢
世
帯
に
な
っ
た
と
き

・
・

・
④

か
ら

②
へ
異
動

※
特

優
賃
：
特
定
優
良

賃
貸

住
宅

の
こ

と
。

Ｕ
Ｒ
賃
貸
：
Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
が
管
理
す
る
賃
貸
住
宅
の
こ
と
。

例
３
：
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
入
居
世
帯
が
定
年
退
職
し
、
よ
り
低
廉

な
家

賃
の

賃
貸

住
宅

を
希

望
し

た
と

き
・

・
・

③
か

ら
②

・
①

へ
異
動

立
地

や
間

取
等

多
様

な
選

択
肢

か
ら

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

で
選

択
で

き
る

と
は

？
（

図
示

）

例
４

：
④

に
住
ん
で
い
る
が
家
賃
の
支
払
が
厳
し
く
な
っ
た
が

交
通
手
段
に
限
り
が
あ
る
と
き

・
・
・

好
立
地
の
他
住
宅
へ
異
動

相
談

窓
口

が
管

理
代

行
者

に
一

本
化

さ
れ

る
た

め
、

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

で
多

様
な

住
宅

の
中

か
ら

住
宅

を
選

択
で

き
る
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従前居住者用賃貸住宅等管理要領と公営住宅法の比較 

 

○資料の趣旨 

・管理代行制度でも外部委託の対象外である、家賃決定部分以外を比較し、管理代行制度 

 拡充時に生じる影響の有無等について検討する材料として作成した。 

 ○比較項目 

(1) 敷金の徴収及び運用に関すること     

(2) 家賃等以外の金品徴収の禁止に関すること 

(3) 修繕の義務に関すること        

(4) 住宅の保管義務に関すること 

 

 １－１ 要領（第６：敷金） 

１ 管理主体は、従前居住者用賃貸住宅の入居者から３月分の家賃に相当する金額の範囲  

内において敷金を徴収することができる。 

２ 管理主体は、前項の規定により敷金を徴収した場合には、その経理を明確にするとと  

もに、その運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を児童遊園、集会所等  

の地区施設の建設、植栽その他の環境の整備に要する費用に充てる等従前居住者用賃貸  

住宅の入居者の共同の利用のために使用するよう努めなければならない。   

 

 １－２ 公営住宅法第 18 条 

１ 事業主体は、公営住宅の入居者から３月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷  

金を徴収することができる。 

３ 事業主体は、第１項の規程により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合におい  

ては、当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等公営住宅の入居者の共同の  

利便のために使用するよう努めなければならない。 

 

 

 ２－１ 要領（第７：家賃等以外の金品徴収の禁止） 

 管理主体は、従前居住者用賃貸住宅の使用に関し、その入居者から家賃、敷金、割増賃

料及び共同施設の維持運営に要する費用を除くほか、保証金、権利金、その他の金品を徴

収し、又はその入居者に不当な義務を課してはならない。 

 

 ２－２ 公営住宅法第 20 条 

 事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金

その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することはできない。 

別紙１ 
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 ３－１ 要領（第８：修繕の義務） 

 管理主体は、従前居住者用賃貸住宅について修繕（破損ガラスの取替え、畳表の取替え、

ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部

分の修繕を除く｡)する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、

入居者の責に帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときはこの限りでない。  

 

 

 ３－２ 公営住宅法第 21 条及び公営住宅法施行規則第９条 

 事業主体は、公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給

水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設にについて修繕する

必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべ

き事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。 

 法第 21 条に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、

排水施設（汚物処理槽を含む｡)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵かい処理施設及

び道とする。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除

く｡ 

 

 

 ４－１ 要領第９（従前居住者用賃貸住宅の保管） 

１ 管理主体は、従前居住者用賃貸住宅の一部を一時的に他の者に転貸する行為を認めて  

はならない。 

２ 管理主体は、従前居住者用賃貸住宅の一部を他の用途に転用する行為を認めてはなら  

ない。ただし、やむを得ない事情があると認める者の当該行為については、従前居住者  

用賃貸住宅の機能を損ない、又は原状回復を困難にするおそれの範囲で承認することが 

できる。 

３ 管理主体は、従前居住者用賃貸住宅の入居者がその住宅を模様替えし、又は増築する  

行為を認めてはならない。ただし、やむを得ない事情があると認める者の当該行為につ  

いては、近傍の住宅等の機能及び周辺の環境を損なわない範囲で承認することができる。  

 

 ４－２ 公営住宅法第 27 条第２項～第４項 

２ 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に  

譲渡してはならない。 

３ 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。ただし、事業主体  

の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。 

４ 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、  

事業主体の承認を得たときは、この限りでない。 
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提 案 関 連 法 令 
 

１ 公営住宅法（公営住宅の定義・管理代行制度） 

 (1) 公営住宅の定義 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

二 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸 

するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。 

 

(2) 管理代行制度 

第 47 条 次の各号に掲げる地方公共団体又は地方住宅供給公社は、当該各号に定める公営住宅又 

は共同施設について、一団の住宅施設として適切かつ効果的な管理を図るため当該地方公共団体

又は地方住宅供給公社が管理する住宅その他の施設と一体として管理する場合その他当該公営

住宅又は共同施設を管理することが適当と認められる場合においては、当該公共住宅又は共同施

設を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わって当該公営住宅又は共同施設の第３

章の規定による管理（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関する

ことを除く。以下この条において同じ。）を行うことができる。 

一 都道府県  

  当該都道府県の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設 

二 市 町 村  

当該市町村の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設 

三 都道府県が設立した地方住宅供給公社  

当該都道府県の区域内において都道府県又は市町村が管理する公営住宅又は共同施設 

四 市町村が設立した地方住宅供給公社  

当該市町村の区域内において市町村又は都道府県が管理する公営住宅又は共同施設 

 

(3) 条例の定めの規定 

第 48 条 事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要 

な事項を条例で定めなければならない。 

 

２ 地方自治法（指定管理者制度） 

第 244 条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほ

か、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについ

て、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会にお

いて出席議員の３分の２以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき

は、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するも

の（以下本条及び第 244 条の４において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行

わせることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その

他必要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公

共団体の議会の議決を経なければならない。 

 

別紙２ 
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